
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一

政
党
の
支
部

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

自

由

民

主

党

徳

島

県

会
計
責
任
者
の

令

和

三

年

大

塚

明

廣

大

塚

明

廣

佐

伯

純

子

阿

波

市

第

二

支

部

氏
名

七

月

十

三

日

国
会
議
員
関
係

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外

立

憲

民

主

党

号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治

令

和

三

年

中

野

真

由

美

政
治
団
体
の
区
分

団
体

の
政
治
団
体

徳

島

県

第

２

区

総

支
部

八

月

二

日

（
公
職
の
種
類
）

衆
議
院
議
員

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

代
表
者
の
氏
名

福

田

智

幸

中

川

寿

香

会
計
責
任
者
の

令

和

三

年

日
本
第
一
党
徳
島
県
本
部

福

田

智

幸

岩

佐

法

晃

中

川

寿

香

氏
名

七

月

十

五

日

主
た
る
事
務
所
の

愛
媛
県
四
国
中
央
市
中
之
庄
町

名
西
郡
石
井
町
高
川
原
字
高
川

所
在
地

二
九
五－

二

原
二
四
三
三
番
地
二
〇



法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外

国
会
議
員
関
係

号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
か
つ
法
第
十
九
条
の
七
第

の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
区
分

一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員

令

和

三

年

関
係
政
治
団
体

中

野

ま

ゆ

み

後

援

会

中

野

真

由

美

（
公
職
の
種
類
）

衆
議
院
議
員

八

月

二

日

公
職
の
候
補
者
の

氏
名
及
び
公
職
の

中

野

真

由

美
、
衆
議
院
議
員

種
類

令

和

三

年

岡

本

富

治

後

援

会

大

西

一

司

代
表
者
の
氏
名

大

西

一

司

中

西

文

夫

七

月

三

十

日

備
考

従
来
、
日
本
第
一
党
徳
島
県
本
部
は
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
出
が
さ
れ
て
い
た
が
、
愛
媛
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
出
す
べ
き
政
治
団
体
と
な
っ
た
も
の
で

あ
る
。


